


    悩み

     Ｃ型肝炎からの肝臓がんで、今まで3回の入退院を繰り返しているので、これからも何回となく入退院の繰り返しになるのがとても不安で、毎日憂うつである。 


    助言

    
              【入院・治療に関する情報】




  
  【入院・治療に関する気がかり】
ここでは一般的な
（1）入院までの流れと準備
（2）入院費用
（3）手術の治療経過
について説明します。
未知のことへの不安を軽くするためには、そのことに関する情報を得るとよいと思います。入院治療の流れをイメージしてみましょう。
【入院までの流れと準備】
初めて入院される方は、入院までの大まかな流れを知っておくとよいでしょう。
まず、入院が決まると、入院予約の手続きをします。この時、病室に関しては、差額ベッド代（特別療養環境室料）がかかる部屋か、そうでないかの希望を尋ねられると思います。差額ベッド代というのは、入院環境の快適さを高める目的で個室など少人数の部屋を希望した場合（1～4人以下の少人数の病室です）に生じる費用です。
通常、入院する部屋代は、入院費に含まれ医療保険（健康保険）の適用になりますが、差額ベッド代は、保険適用外（高額療養費制度の対象にもなりません）になるので、実費で一日いくらと全額自己負担になります。なお、差額ベッド代がかかる病室のタイプや費用は、病院によって異なります。
入院時の持ち物については、説明時に渡される『入院案内』のパンフレットなどに書いてあります。治療ごとに必要な物品は、外来または入院初日に、看護師等から説明があります。病院の売店で揃えることができるものもあるので、どのようなものがあるか確認しておくとよいでしょう。
◎手術に際して用意する物（病院によって多少異なります）
　○前あきパジャマ
　○T字帯
　○バスタオル
　○フェイスタオル
　○ティッシュペーパー
　○吸いのみ　あるいは、コップと曲がるストロー
などです。
入院日決定の連絡があるまでは、どのように過ごせばよいのか不安かもしれませんが、体調を整えるなど身近な目標を設定して日々を送りましょう。
【入院費用】
診察、検査、処方、手術といった保険診療の単価は、診療報酬制度といって、全国共通の基準が設けられています。病院の機能、規模や職員配置によって、入院医学管理料、看護料は異なります。
保険の種類が3割負担の患者さんの場合、医療費の総額のうち、3割が自己負担となります。これに、入院時食事療養費の自己負担額として一般の方で1食510円の食事代（住民税非課税世帯の方は減額になります）、差額ベッド代などを加えたものが入院費用の総額となります。
入院時に医療費の請求通知を受け取ったら、支払い期限までの間に費用を準備し、会計窓口で支払います。退院の時は、一般に、退院日に支払います。退院の数日前に、おおよその金額を確認することもできますので、病棟スタッフに確認してください。
クレジットカードや電子マネーなどで支払いのできる医療機関も増えつつあります。各医療機関にお問い合わせください。
また、医療費の支払いに困った時には、病院の相談室のソーシャルワーカーにご相談ください。静岡がんセンター発行の小冊子「医療費のしくみ」も参考になります。
【限度額の区分の確認もしくは『限度額適用認定証』等】
入院治療に際し、高額な医療費が予定されている場合は、自己負担限度額の区分の確認（マイナ保険証の方はマイナポータルで確認）、もしくは限度額適用認定証等を申請し、入手しておきましょう。医療費が高額になりそうな時には、『限度額適用認定証』等を保険者に申請することもできます。『限度額適用認定証』等の交付を受けている場合、医療機関の窓口で限度額適用認定証等を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。『限度額適用認定証』等の手続きをするケースは、保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に手続きをするとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険の場合は限度額適用認定証等が廃止されており、希望者に対し資格確認書への限度額の併記をする運用に代わっています。
申請の際には、資格確認書や印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ何を持参すればよいか、ご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
注意）国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は自己負担限度額までの支払いにできない場合や限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
【肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業】
B型・C型肝炎を原因とする肝がんもしくは重度肝硬変の患者さん且つ所定の条件に当てはまる場合、治療費の助成が受けられる制度になります。
対象者：①B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がんもしくは重度肝硬変の入院もしくは肝がんの通院治療を受けている方②参加証の交付を受け、指定医療機関で治療を受けている方③過去２年間（２４か月）の間に当該治療に関わる医療費が２か月以上高額療養費の自己負担限度額を超える医療費が発生する方④年収が約３７０万以下の方　①～④の条件を全て満たす方
①～④の条件を満たし、高額療養費の基準額を超える入院、通院での治療を指定医療機関で受けた場合、自己負担額が１万円となるように医療費の助成を受けることができます。申請窓口は都道府県の指定窓口になります。申請に必要な書類は条件によって異なるため、あらかじめ申請窓口にご確認ください。
【手術の治療経過】
一般に、手術の前日から数日前に入院します。担当医から、入院治療計画、手術の説明があります。担当看護師から、病棟環境や術前準備について、説明があります。また、手術前日は、麻酔科医師の診察や、手術室看護師の訪問があります。
わからないこと、聞き忘れたことは、看護師に質問してください。
【術後の回復】
術後、からだには数本の管がついています。痛みが強い時、気分が悪い時には、我慢せず、看護師に伝えてください。
術後早期に活動を再開することによって、合併症の予防や筋力の低下を防ぐことができます。
退院後の生活について、不明な点は、看護師にご相談ください。
（最終更新日：2026年4月6日）
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